
2023年2月号
Vol.359広報なんかん緑にいきづく関所の里 2425

令和４年第８回南関町議会定例会が
１２月５日から８日までの４日間開かれました

編集：議会事務局

議案番号 議　　　　　案　　　　　名 表　決 結　果

議案第72号 専決処分の報告及び承認を求めることについて（令和４年度南関町一般会計補正予算（第４号）） 令和4年12月8日 承　認

議案第73号 南関町太陽光発電設備の適正な設置及び維持管理等に関する条例の制定について 〃 原案可決

議案第74号 南関町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について 〃 〃

議案第75号 南関町情報公開・個人情報保護審査会条例の制定について 〃 〃

議案第76号 南関町手数料条例及び南関町情報公開条例の一部を改正する条例の制定について 〃 〃

議案第77号 南関町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 〃 〃

議案第78号 南関町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について 〃 〃

議案第79号 熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の一部変更について 〃 〃

議案第80号 令和４年度南関町一般会計補正予算（第５号）について 〃 〃

議案第81号 令和４年度南関町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について 〃 〃

議案第82号 令和４年度南関町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号)について 〃 〃

議案第83号 令和４年度南関町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について 〃 〃

議案第84号 令和４年度南関町浄化槽整備推進事業特別会計補正予算（第３号）について 〃 〃

議案第85号 令和４年度南関町下水道事業補正予算（第３号）について 〃 〃

議案第86号 指定管理者の指定について 〃 〃

委員会提出議案第1号 南関町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 〃 〃

委員会報告について「文教厚生常任委員会・陳情付託の件」陳情第7号（令和4年5月24日受理） 〃 不採択

委員会報告について「総務産業常任委員会・陳情付託の件」陳情第9号（令和4年11月18日受理） 〃 採　択

委員会報告について「総務産業常任委員会・陳情付託の件」陳情第10号（令和4年11月18日受理） 〃 継続審査

議案第87号 南関町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 〃 同　意

議員提出議案第2号 消費税インボイス制度の実施延期を求める意見書 〃 原案可決

閉会中の継続審査について「総務産業常任委員会・陳情付託の件」陳情第10号（令和4年11月18日受理） 〃 〃

閉会中の継続調査について「文教厚生常任委員会」 〃 〃

閉会中の継続調査について「総務産業常任委員会」 〃 〃

閉会中の継続調査について「広報常任委員会」 〃 〃

閉会中の継続調査について「議会運営委員会」 〃 〃

陳情などの取り扱いと結果 （12月定例会分）

不 採 択　　１件

・陳情第7号（令和4年5月24日受理）  ゆたかな学びの実現・教職員定数改善を図るため
の、2023年度政府予算に係る意見書

採　　択　　１件

・陳情第9号（令和4年11月18日受理）  「消費税インボイス制度の実施延期を求める意見
書」を政府に送付することを求める陳情書

継続審査　　１件

・陳情第10号（令和4年11月18日受理）  「消費税率5％以下への引き下げを求める意見書」
を政府に送付することを求める陳情書

一　般　質　問
　12月定例会では、山口純子議
員、西田恵介議員、福山美佳議員、
伊藤博長議員、北原浩一郎議員、
境田敏高議員、杉村博明議員の7
名が一般質問を行いました。
　一般質問の内容と執行部の答
弁は、町立図書館に配置の「会議
録」および町ホームページでご覧
ください。
（12月定例会分は3月に公開予定）

SDGｓ（エスディージーズ）とは、「誰一人取り残さない」持続可
能でより良い社会の実現を目指す世界共通の目標です。そのなかで、

「ジェンダー平等」の実現に向けて出来ることはなんでしょう？

そもそもジェンダーとは？
　例えば「男の子は青、女の子はピンク」、「お父さんは会社で働いて、
お母さんは家で家事をする」というように、男女の違いによって、周りの人が無意識に
抱くイメージや役割分担があります。このように身体的な性別に対して、社会の中で

「男らしい」「女らしい」とされている役割や行動、考え方や見た目などがあることを、社
会的性別＝ジェンダーといいます。

　「女だてらに政治家になって・・」、「男のくせに仕事を持た
 ずに家事や育児をして・・」など言ったことはないですか？

　体が「男だから」「女だから」というだけで社会的なイメージや役割分担を押し付けて、
好きなものや得意なことを制限されてしまうのはおかしいよね。という考えを持つこ
とがジェンターによる偏見や差別、不平等をなくすことにつながります。無意識の思い
込みはありませんか？

みんなで目指す！SDGｓとジェンダー平等

～男女共同参画社会を実現するために～

戦没者等のご遺族の皆様へ
第十一回特別弔慰金の請求期限が近づいています。

　令和５年３月31日までに、ご請求ください。
請求期限を過ぎると、第十一回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、お早めにご請求ください。
■ 支給対象となる方
　令和２年４月１日（基準日）において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法によ
る遺族年金」などを受ける方（戦没者等の妻や父母等）がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お
一人に支給します。

支給対象者は、戦没者等の死亡当時のご遺族で
１．令和２年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
２．戦没者等の子
３．戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
　※戦没者等の死亡当時、生計関係があったことなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
４．上記１から３以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪など）
　※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関係があった方に限ります。

■ 支給内容
　国債名称 第十一回特別弔慰金国庫債券　い号
　額　　面 25万円（５年償還）
■ 請求窓口
　南関町役場 福祉課　電話 0968-57-8503
※申請に来られる際は、福祉課までご連絡いただきますようお願いいたします。

問 福祉課 福祉係　☎57-8503


